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情報通信審議会情報通信政策部会

デジタル°コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会
第６２回会合

平成24年２月14日（火）１０:００～１２:0０

発言内容コンテンツ海外展開への取り組み
発言者

(株)フジテレビジョン編成制作局編成情報ｾﾝ嵐一
専任局次長千葉晋也
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I‘現状【コンテンッ展開の種別と概況】
１．番組の放送権販売ガ‘

海外展開の中心を担ってきた放送権の販売｡９０年
…代後半から00年代初頭には､台湾｡香港を中心に
「日本ドラマブーム｣が起こる6

-2009年以降､韓流ドﾗﾏの台頭《急激な円高の進行
などの影響で売り上げ激減。

恥10年以降､権利者(実演家)などの協力で販売条
件を見直し､新規販路開拓､ﾗｲﾝﾅｯﾌ゚ の拡充(ﾄ゙ ｷｭﾒﾝ
ﾀﾘー ｡情報番組など)で売上げ拡大に向けて尽力中．
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I・現状【コンテンツ展開の種別と概況】

２．ﾘﾒｲｸ権／フォーマット権の販売
ドラマ:ﾘﾒｲｸ権販売｡2011年から急拡大｡主たる販売

先は､中国°韓国｡特に中国は､ドラマブームの到来で

需要が高まったが､政府当局からﾘﾒｲｸ権の購入を規

制するお達しがあり､先行き不透明｡韓国では､ドラマ

需要の高まりで､自前の原作が払底した結果､リメイク

需要が高まった背景がある。

バラエティ:フォーマット権販売｡2003年｢料理の鉄人」

を噴矢とする｡販売先は全世界だが､販売価格が番組

製作費に連動するため､アメリカの売上の割合が多い。

1．現状【コンテンツ展開の種別と概況】

３.制作コンサルティング受託

ﾘﾒｲｸ権｡フォーマット権販売と合わせて､番組制作の

ノウハウの提供や監修を行ったり､新規のオリジナル

企画を現地制作者と共同で開発し､成功報酬を得る

ビジネス｡さらには､販売するコンテンツの周辺ビジ

ネス(ＭＤ／音楽／タイアップなど)の展開までコンサ

ルティングし､報酬につなげる。

４．共同出資製作事業

ﾘﾒｲｸ権販売番組に対して製作費の一部を出資して

行う共同製作事業。
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皿問題点【海外展開を阻害する要因】
1.著作権を侵害する海賊ピジネス

１)その種別

①著作権侵害ビジネス

動画投稿ｻｲﾄ､ファイル共有ｻｲﾄ､違法ダウンロード

配信サービス､オンラインストレージ悪用サービス

②著作隣接権侵害ビジネス

…放送まるごとをリアルタイム送信するサービス

ｅｇ.)①②の複合型のJﾈｯﾄﾜー ｸのサービスでは､５１カ国約5000人の顧客

から3億円の収入を得ていた｡警視庁と協力して摘発｡個人に対して懲役

５年(執行猶予5年)、罰金500万円d運営していた法人に対して､罰金

2000万円､その他､没収｡追徴合わせて4300万円の判決が出ている。
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ｎ．問題点【海外展開を阻害する要因】
２)傾向と対策

ダウンロード違法化の､法的な手当てもなされているが、

実効性という意味では､あまり有効ではないようだ。

動画投稿ｻｲﾄを例にとると､削除依頼に応じないサイトも

多く､違法なアップﾛー ド数に顕著な減少は見られない。

もはや､一企業で対処できるレベルをはるかに超えている

‘実感がある。

ファイル共有ソフトを使ったPtoPの海賊行為に至っては、

まだ､実態さえ､つかみ切れておらず､効果的な対策に
ついても暗中模索の状況。

海外へのコンテンツ展開に関連して



ｍ将来に向けて【施策の提言１
１．著作権侵害関連

１)公的な検出｡削除機関の設置

韓国のICOP(侵害著作物補足管理システム)のような

公的な､侵害対応の組織の検討。

２)侵害に関連しているISPに対する法的規制

アメリカのSOPＡ(StopOnlinePiracyAct)や､ＰＩＰＡ

（ProtectionoflntellectualPropertyAct)などの法案を

検討し、日本の現状に見合った､実効性のある著作権侵害

対策を目的とした新法の検討。

》
垂

、､問題点【海外展開を阻害する要因】

2．海外でのﾈｯﾄ配信に伴う権利問題

コンペティターである､韓国｡中国のコンテンツは､配信権

込みの番組販売が普通になっている。日本コンテンンツに

おいては､海外でのﾈｯﾄ配信の部分について､権利的な

整理ができていな状況｡販売条件で一歩立ち後れ。

3.制度的な障害(中国）

１)海外ドﾗﾏのﾘﾒｲｸ権購入の規制(停止）

２)プライムタイムのバラエティ枠の規制(週に2枠のみ）

３)激増するタイ｡韓国からのコンテンツ流入に対する施策。

輸入額に見合った中国コンテンツを購入せよとの要求あり。
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海外へのコンテンツ展開に関連して

Ⅲ将来に向けて【施策の提言】
Ｚオール｡ジャパンとしての海外展開の取り組みについて

１)官民一体となり、映像コンテンツを核として、総合的｡複合

的なビジネスを展開｡それと並行して｢ジャパンコンテンツ」

「日本文化｣のブランディングを進める。

２)具体的には、

①コンテンツ周辺で多様なビジネスを展開｡音楽｡ＭＤｏ

フアツシヨン｡イベント・通販○ネットビジネズなど。

②上記､①の実現のために、ａ･異業種間コンソーシアムの

推進bolEI本企業の現地法人｡現地事業者の活用c･事業
開発資金の援助
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